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＜利用者の自立支援に役立つ介護サービ ス の提供＞ 

○ 介護サービ ス に必要な費用は、 サービ ス 利用時の利用者負担金のほか、 公費（ 税

金） と 40 歳以上の被保険者が納める 保険料で賄われて いま す。  

○ 今後も 介護サービ ス に対する ニーズ が更に増加する と 見込ま れる 中、 介護保険

制度への信頼性を 確保し ていく には、 高齢者の自立し た日常生活のた めに必要な

質の高いサービ ス を 提供し ていく と 同時に、財源と 人材を よ り 効果的・ 効率的に活

用し ていく こ と が重要です。  

○ 介護給付適正化と は、介護サービ ス を 必要と する 人を 適正に認定し 、適切なケ ア

マネジ メ ン ト によ り 利用者が真に必要と する サービ ス を 見極めた 上で、 事業者に

対し ルールに従っ て サービ ス を 提供する よ う 促すこ と です。 こ れによ り 適切な サ

ービ ス 提供の確保と その結果と し ての費用の効率化を 図る こ と で、 介護保険制度

への信頼が高ま り 、 持続可能な介護保険制度へと つながり ま す。  

○ 具体的な取組と し て 、 介護給付適正化に向けて 着実に実施する こ と と さ れてい

る ５ つの事業（ 以下「 主要５ 事業」 と いう 。） が掲げら れていま し たが、 保険者の

事務負担軽減を 図り つつ効果的・ 効率的に事業を 実施する ため、主要５ 事業が３ 事

業に再編さ れ、 実施内容の充実を 図る こ と と さ れま し た。  

 

 

 

 

 

 

 

○ 区市町村と 一体と なっ て、要介護認定の適正化、ケア マネジメ ン ト の質の

向上など 介護給付適正化の取組を 推進し ま す。  

○ ルールに従っ て 適正に介護サービ ス が提供さ れる よ う 、 サービ ス 提供事

業者に対し 、 人員・ 設備等を 審査し 、 事業者指定を 行いま す。  

ま た 、 指導検査等によ り 、 事業者に対し て 必要な助言や指導を 行いま す。 

○ 介護サービ ス 情報の公表制度の普及・ 定着に努める と と も に、福祉サービ

ス 第三者評価の受審を 促し 、 利用者が介護サービ ス を 選択する 際の支援と

介護サービ ス の質の向上に努めていき ま す。  

第４ 節 介護保険制度の適正な運営 

１  介護給付適正化の推進  
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資料： 東京都福祉局高齢者施策推進部作成 

 

  

         事業            見直し の内容          見直し 後

　　　　　　　　　　①要介護認定の適正化 ・要介護認定の平準化を図る取組をさらに進める 　　　　　　　　①要介護認定の適正化

　　　　　　　　　　②ケアプラン点検 ・一本化する 　　　　　　　　②ケアプラン等の点検

　　　　　　　　　　③住宅改修・福祉用具点検 ・国保連からの給付実績帳票を活用し、費用対効果が期待される帳票に重点化する 　　　　　　　　　（ 住宅改修・福祉用具点検）

　　　　　　　　　　④縦覧点検・医療情報との突合 ・費用対効果が期待される帳票に重点化する 　　　　　　　　③医療情報との突合・縦覧点検

　　　　　　　　　　⑤介護給付費通知 ・費用対効果がみえにくいため、主要事業から除外し任意事業とする

　　　　　　　　　　　　○介護給付費通知

　　　　　　　　　　　　○給付実績の活用

　　　　　　　　　　○給付実績の活用

主
要
５
事
業

積
極
的
な
実
施
が

望
ま
れ
る
取
組

主
要
３
事
業
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介護給付適正化の主要３ 事業及び事業の概要 

①要介護認定の適正化 

・ 区市町村が、 要介護認定の訪問調査の状況や、 介護認定審査会における 審査判定の傾

向を 把握・ 分析し ま す。 分析結果を 踏ま えた研修や連絡会等を 行い、 調査員間や審査

判定を 行う 合議体間、 東京都及び全国と 比べた審査判定結果等のばら つき が生じ ない

よ う にし ま す。  

・ 取組を 通じ て、 全国一律の基準に基づいた適切かつ公平な要介護認定を 確保し ま す。  

②ケ アプラ ン 等の点検 

＜ケ アプラ ン 点検＞ 

・ 介護支援専門員が作成し たケア プラ ン について、 その内容が利用者の自立支援に役立

つも のと なっ ている か、 区市町村等の第三者が確認し ま す。  

・ 確認を 通じ て、 介護支援専門員のケ アマネジメ ン ト の質の向上を 図り ま す。  

＜住宅改修・ 福祉用具点検＞ 

・ 区市町村が、 改修工事を 行おう と する 利用者や福祉用具の利用者に対する 訪問調査等

を 行い、 利用者の身体状況に合っ たも のと なっ ている か、 確認し ま す。  

・ 確認を 通じ て、 適切な住宅改修や福祉用具の利用を 推進し ま す。  

③医療情報と の突合・ 縦覧点検 

・ 介護サービ ス 事業者に支払われた報酬について、 区市町村等が、 複数月にま たがる 支

払状況の確認や、 医療保険と 介護保険と の給付情報の突合を 行い、 提供さ れたサービ

ス の整合性等について点検を 行いま す。  

・ 点検を 通じ て、 事業者の請求内容に誤り 等を 発見し 、 適切な報酬請求を 促し ま す。  

○ 平成 29 年６ 月の介護保険法の改正では、 介護給付適正化が新たに法律に位置付

けら れ、 各区市町村は介護保険事業計画に介護給付適正化に関する 施策と 目標を

記載する こ と になり ま し た。 区市町村は、 地域の状況を 把握・ 分析し た上で、 地域

における 共通の目標を 関係者間で共有し 、 そ の達成に向けた 具体的な 計画を 作成

する こ と が重要です。  

○ ま た、 平成 30 年４ 月から 、 居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から 区市

町村に移譲さ れており 、 地域でケ ア マネジメ ン ト を 行っ て いる 介護支援専門員の

育成や支援など に区市町村が積極的に関わっ ていく こ と が重要です。  

○ 東京都及び区市町村は、 こ れま でも 地域の実情に応じ た様々な 方法で介護給付

適正化に取り 組んでき ま し た。し かし 、区市町村の人員体制や専門性を 有する 職員

の確保等の課題があ り 個々の事業の取組内容には差があ る 状況です。  

○ こ のよ う な状況を 踏ま え、東京都及び区市町村は取組を 一層推進し 、利用者の自

立支援に役立つ介護サービ ス を 確保し つつ、健全な財政を 維持する こ と で、介護保

険制度を 持続さ せていく 必要があ り ま す。  

  

- 1 6 1  -

第 2 部　 計画の具体的な展開

第
2
章

介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤
の
整
備
と
円
滑
・
適
正
な
制
度
運
営



- 162 - 

 

 

■ 研修や個別的な支援によ っ て区市町村の取組を 推進し ま す 

○ 区市町村職員等を 対象に各種研修を 実施し 、 適正化事業を 行う に当た っ て の知

識や他区市町村の好事例の提供を 行う ほか、 全区市町村の取組状況を 把握し 必要

な助言を 行いま す。  

○ 特に、 介護給付適正化の取組が十分ではない区市町村や支援を 必要と する 区市

町村に対し ては、専門的知識を 補いな がら 、限ら れた人員体制の中でも 取組を 進め

る こ と ができ る よ う 専門家の派遣や、 東京都国民健康保険団体連合会と 連携し た

支援など 、 個別支援を 重点的に行いま す。  

○ ま た、 区市町村が、 地域の状況を 十分に踏ま え た上で、 重点的に取り 組むべき 分

野を 明確にし ながら 介護給付適正化に取り 組める よ う 、地域包括ケ ア「 見える 化」

シス テム 等のデータ の活用を 支援し て いき ま す。  

○ 東京都国民健康保険団体連合会や公益財団法人東京都福祉保健財団と も 連携し 、

介護給付適正化に関する シス テム の有効活用や、 福祉用具の利用や住宅改修が適

切に実施さ れている こ と を チェ ッ ク でき る 区市町村職員の養成を 図り ま す。  

○ 保険者機能強化推進交付金・ 介護保険者努力支援交付金の給付適正化に関わる

評価指標も 参考に、各区市町村の実施データ に基づいて傾向を 分析し 、支援につな

げま す。  

○ 介護給付適正化主要５ 事業から ３ 事業に再編さ れたこ と に伴い、「 住宅改修・ 福

祉用具点検」 は「 ケ アプラ ン 等の点検」 に統合し 、「 介護給付費通知」 は任意事業

と し て、「 給付実績の活用」 と 同様、 積極的な実施が望ま れる 取組と し て 位置づけ

支援し ま す。  

○ 介護給付適正化を 効果的・ 効率的に推進する ため、東京都は主要３ 事業について

標準的に期待する 目標を 設定し 、各区市町村はこ れを 踏ま えて、具体的な事業の内

容、 実施方法と その目標を 、 実施目標と し て設定し ま す。  

 

第９ 期における 介護給付適正化 区市町村に標準的に期待する 目標等 

①要介護認定の適正化 

【 基本的な考え方】  

・ 全国一律の基準に基づいた要介護認定が適切に実施さ れる （ 要介護認定の平準化）。  

【 区市町村に標準的に期待する 取組目標】  

・ 調査項目の選択率や審査判定の傾向・ 特徴を 把握し 、 その要因について分析を 行う 。  

・ 調査項目の選択状況について、 認定調査員間の平準化及び東京都・ 全国と 比べたばら

つき の解消を 図る 。  

・ 要介護認定を 遅滞なく 適正に実施する ために必要な 体制の計画的な整備を 図る 。  

・ 審査判定結果について 、 合議体間の平準化及び東京都・ 全国と 比べたばら つき の解消

を 図る 。  
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②ケ アプラ ン 等の点検 

＜ケ アプラ ン 点検＞ 

【 基本的な考え方】  

・ 保険者と 介護支援専門員が協力し てケアプラ ン 点検を 適切に実施する こ と で、 自立支

援に資する ケ アマネジメ ン ト を 達成する 。  

【 区市町村に標準的に期待する 取組目標】  

・ 管内の全て の介護支援専門員と 自立支援に資する ケ アマネジメ ン ト の考え方を 共有す

る 。  

・ ケ ア プラ ン 点検の効果を 検証し 点検方法を 改善する 。  

・ 都ガイ ド ラ イ ン （ ※）、 マニュ ア ル（ 都ガイ ド ラ イ ン を 活用し ていない場合） を 活用し

たケ アプラ ン 点検を 実施する 。  

・ 国保連合会から 提供さ れる 介護給付適正化関連シス テム や、 給付実績を 活用し た情報

等も 活用し 、 受給者の自立支援に資する 適切なケ ア プラ ン になっ ている かと いう 観点

から 点検対象を 抽出し 、 効果的な 点検を 実施する 。 こ れによ り 個々の受給者が真に必

要と する サービ ス を 確保し 、 その状態に適合し ていないサービ ス 提供を 改善する 。 な

お、 給付実績の帳票のう ち、 効果が高いと 見込ま れる 帳票の活用を 優先する 。  

・ 継続的にケ アプラ ン の質の向上を 図る と と も に、 点検割合の増加にも 努める 。  

＜住宅改修・ 福祉用具点検＞ 

【 基本的な考え方】  

・ 利用者の実態にそぐ わない不適切又は不要な住宅改修・ 福祉用具の利用を 排除し 、 適

切な 住宅改修・ 福祉用具の給付がなさ れる 。  

【 区市町村に標準的に期待する 取組目標】  

・ 利用者の身体状況等を 踏ま えた適切な住宅改修や福祉用具の利用と なる よ う 、 事業者

に対し て普及啓発を 図る 。  

・ 申請内容の精査によ り 、 確認を 要する 案件を 選定し 、 リ ハビ リ テーショ ン 専門職等と

協力する 等、 効果的な調査と なる よ う 点検を 推進する 。  

・ 福祉用具貸与における 貸与価格や、 軽度の要介護者の利用について適正化を 図る 。  

③医療情報と の突合・ 縦覧点検 

【 基本的な考え方】  

・ 報酬請求が誤っ ている 可能性の高い事業所に対し て 確認等適切な処置を 行い、 適正な

報酬請求を 促す。  

【 区市町村に標準的に期待する 取組目標】  

・ 国保連合会処理分以外（ 委託外分） の縦覧点検・ 医療情報と の突合について、 未実施

の項目の点検を 実施する 。  

・ 効果が高いと 見込ま れる 帳票に重点化する こ と で点検の効率性を 高め、 点検実施件数

に係る 定量的な目標値を 設定する こ と によ り 点検件数を 増やす。  

※「 保険者と 介護支援専門員が共に行う ケ ア マネジ メ ン ト の質の向上ガ イ ド ラ イ ン 」（ 平成 26 年３ 月 

東京都）  
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【 主な施策】  

・ 認定調査員等研修事業〔 福祉局〕  

  区市町村が行う 要介護認定が適切に実施さ れる よ う 、認定調査員、介護認定審査

会委員及び主治医を 対象と し た研修を 実施し 、知識・ 技能の修得・ 向上を 図り ま す。 

・ 介護認定審査会運営適正化事業〔 福祉局〕  

  要介護認定における 審査判定等の適正化及び平準化を 推進する た め、 区市町村

職員を 対象と し た研修を 実施し ま す。  

  ま た、保健医療・ 福祉関係者及び区市町村の参画を 得て 高齢者保健福祉施策推進

委員会保険者支援部会を 設置し 、 要介護認定の状況について 専門的立場から 分析

検討を 行う と と も に、区市町村の取組に対し て 必要な提案を 行い、よ り 適切な 要介

護認定を 確保し ま す。  

・ ケ アプラ ン 点検研修会及び専門家の派遣〔 福祉局〕  

  区市町村がケ アプラ ン 点検を 円滑かつ適切に実施でき る よ う 、「 保険者と 介護支

援専門員が共に行う ケ アマネジメ ン ト の質の向上ガイ ド ラ イ ン 」（ 平成 26 年 3 月

東京都） を 活用し た ケ ア プラ ン 点検の方法等に関する 研修を 区市町村職員に対し

て実施する と と も に、 専門的な助言を 行う 人材を 区市町村に派遣し ま す。  

・【 新規】 居宅介護支援事業所管理者向けマネジ メ ン ト 支援研修〔 福祉局〕  

  主任介護支援専門員が、今後も 地域のケ アマネジャ ーと し て中心的な 役割を 果た

し つつ、 介護支援専門員の確保・ 育成を 図る ため、 所属の介護支援専門員の育成等

のための手法を 養う 内容の研修を 実施し ま す。  

・ 東京都介護給付適正化推進研修会〔 福祉局〕  

  介護給付適正化の取組や課題を 東京都と 区市町村と で把握・ 共有する ため、区市

町村職員を 対象と し た研修を 実施し 、 地域包括ケ ア「 見える 化」 シス テム 等のデー

タ の活用法の提示や、好事例の発表、グ ループディ ス カ ッ シ ョ ン など を 行いま す。  

・ 介護給付適正化に向けた個別支援（ 特定分野における 技術的助言）〔 福祉局〕  

  東京都国民健康保険団体連合会と 共同で、 個々の保険者のニーズ に応じ た 支援

を 実施し ま す。各種帳票や介護給付適正化シス テム の活用が推進さ れる よ う 、具体

的な 帳票の見方やケ アプラ ン 分析シス テム の操作等、 個別支援に取り 組みま す。  
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